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７０歳以上の被用者に関する各種届出について

平成１９年４月から、厚生年金保険では７０歳以上の方の在職支給停止制度が導入されました。
これに伴い、４月以降７０歳になられる(昭和１２年４月２日以降生まれの方)在職中の方について
は、別途手続きが必要となりました。
下表をご参照いただき、届出が必要な場合につきましては、速やかに社会保険事務所あてご提出くだ
さい。
なお当基金も同様に７０歳以上の方の在職支給停止制度は導入していますが、原則として平成２４年
３月までは該当者がいませんので、現時点では届出は不要です。

(注)１．７０歳到達による資格喪失届は従来通り提出の必要があります。
　　　　当基金では、毎年３月に４月以降１年間に７０歳になられる方のリストを送付すると
　　　　ともに７０歳到達月にも電話にてお知らせしています。
　　２．７０歳以上の方は、従来通り被保険者となりませんので、保険料負担はありません。

７０歳以上被用者関係の届出用紙は社会保険事務所でもらえます。
（現時点では磁気媒体および電子申請は対応していません。）

届出が必要な場合 注意事項届出書類

厚生年金保険７０歳以上被用者
該当・不該当届

提出時期

②の場合は、厚生年金保険被保険者資格喪失届と
厚生年金基金加入員資格喪失届も提出

①対象者を新たに雇用したとき
②７０歳に到達し引き続き雇用するとき
③対象者が退職することとなったとき

厚生年金保険７０歳以上被用者
所属選択・二以上事業所勤務届

５日以内

速やかに

１０日以内

厚生年金保険７０歳以上被用者
算定基礎・月額変更・賞与支払届

厚生年金保険７０歳以上被用者育児休
業等終了時報酬月額相当額変更届し、報酬に変動があったとき

対象者が２ヶ所以上の事業所に勤務

することとなったとき

①速やかに

②５日以内

③７月１日～１０日

①対象者の報酬に変更があったとき

②賞与の支払いがあったとき

③７月１日に対象者を雇用しているとき

対象者が育児休業を終えて職場復帰

被用者本人が選択した社会保険事務所に提出

①の場合は、健康保険被保険者資格取得届も提出

③の場合は、健康保険被保険者資格喪失届も提出
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14年度末 15年度末 16年度末 17年度末 18年度末 19/6末

加 8989 8781 7808 7746 7498 7,533

給 2805 2739 2408 2398 2328 2316

受 5037 5274 5482 5620 5526 5,561

年 2106 2277 2437 2554 2628 2668

信 28876 28385 30394 35218 36867 37743

国内債券 国内外国外国資産合計
4月末 0.00 #### 0.03 0.07 0.0129

5月末 0.00 0.03 0.03 0.12 0.0375

6月末 0.00 0.03 0.04 0.1257 0.038

異動区分 事　業　所　名 異動内容（新） 適用年月日

事業所削除 ㈱ホクト 閉鎖 H19.6.9

事業主変更 光ガラス㈱ 児玉　宏之 H19.6.15

事業主変更 ㈱東京エム・アイ商会 池谷　友次 H19.4.2

上　旬　運用実績報告のヒヤリング
中　旬　政府負担金実績報告及び業務報告書の提出

【お願い】
当「基金情報」を加入員の方々が閲覧いただけるよう

ご配意方お願いいたします

ホームページでもご覧いただけます
当「基金情報」をホームページに掲載しています
創刊号から直近号までご覧いただけます

加入員の方も職場や家庭でぜひお読みください
http://www.glskkn.com

年金資産の運用状況・修正総合利回り　＜平成1９年度
＞
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加入員数（人）

信託資産額（百万円）

受給権者数（人）

年金総額（百万円）
給与総額（百万円）

主要事業の推移

設立事業所の異動（規約変更関係等）・６月処理分

 掛金の納付は便利な口座振替をご利用ください。
 毎月、月末に自動引き落としとなります。
 納め忘れもなく、振込手数料もかからず、手続き
 も簡単です。

 ≪口座振替銀行≫
 みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行
 りそな銀行、東京都民銀行、東京東信用金庫

 このほか、りそな決裁サービスを利用することに
 より、他の都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二
 地方銀行、信金、労金、郵便局、信用組合(※)、
 農業協同組合(※)などの金融機関からでも口座振
 替を行うことができます。(振替日は２８日と
 なります。)
 (※)一部の金融機関は除きます。

 詳しくは当基金までお問合せください。

掛金は完納しましょう

標準報酬（算定基礎届）について

　　厚生年金、健康保険の各被保険者の標準報酬

は、実際に受けた報酬額にあわせて毎年決めなお

されます。

具体的には４月、５月、６月の３ヶ月間に受けた報

酬の平均月額に基づき、新しい報酬が決定され、９

月から翌年８月まで適用されます。（給料の昇降給

により標準報酬に２等級以上の変動が生じた場合

は、月額変更届の提出が必要になり、変動を生じ

た月の３ヶ月後から８月までの適用となります。）

事業主は、毎年７月１日現在の全被保険者の報酬

額を算定基礎届に記入し、社会保険事務所、健康

保険組合、厚生年金基金に提出します。

この決定された標準報酬に基づき、保険料（掛金）

が決定され、また、厚生年金や基金の年金額の計

算の基礎となります。
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